
第１８号議案

中野区個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する

規則

上記の議案を提出します。

令和３年（２０２１年）３月２６日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

自己情報開示決定通知に審査請求等の教示を行う必要がある。



中野区個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規

則

中野区個人情報の保護に関する条例施行規則（平成２年中野区教育委

員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

第２号様式を次のように改める。



第 2 号様式(第 10 条関係)

中 第 号

年 月 日

自己情報開示決定通知書

様

中野区教育委員会 印

年 月 日付けで請求のありました自己情報の開示請求につい

て、下記のとおり決定しましたので、中野区個人情報の保護に関する条例第 29

条第 1 項の規定により通知します。

記

(注) 来庁の際は、この通知書と本人であることを証明できる書類を係員に提示

してください。

なお、都合が悪い場合は、その旨電話等でご連絡ください。

請 求 に 係 る

個 人 情 報 の 内

容

開 示 の 方 法 □ 閲 覧 □ 視 聴 □ 写しの交付

開 示 の 日 時

年 月 日午

時から

年 月 日午

時まで

執務時間内に限

る。

開 示 の 場 所

担 当



この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して

3 か月以内に、中野区教育委員会に審査請求をすることができます。

この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して 6

か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区

を代表する者は中野区教育委員会となります。)。ただし、この処分の通知を受

けた日の翌日から起算して 3 か月以内にこの処分に対する審査請求をした場合に

は、この処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の

翌日から起算して 6 か月以内に提起しなければならないこととされています。



附 則

この規則は、公布の日から施行する。


